
2 - 1

第 2 章  工業生産指数開発計画

はじめに

本章の目的は、タイ工業省工業情報センター（IIC）がこれまでに国際協力事業団

（JICA）の支援を得て推し進めてきた工業指数開発の現状と、同指数のさらなる開発に向

けた指針を示すことにある。

本計画は、工業生産指数のさまざまな側面を網羅している。2.1 では、指数の意味と計算

式が簡潔に説明される。2.2 では、製造業における生産プロセスに即した工業生産指数の

アイテム（種類）が提示されるとともに、工業生産指数の作成手順が月次作業サイクルで

示される。その後、2.3 で、指数開発の中期的な見通しに関して、工業生産指数の統計的

性質を規定する次の重要要素について述べる。すなわち、「生産動態統計調査」の規模、

コンピュータシステム、指数のアイテム数、及び関連専門家や組織との関係である。そし

て、それ以降の 5 つの節（2.4～2.8）では、工業生産指数の基礎を形成する個別的問題・

課題について説明する。

本計画が主として将来的な工業生産指数の開発に関する原則論を述べるのに対して、別

冊の「工業生産指数マニュアル」は、工業生産指数に関する技術的問題や課題について説

明している。したがって、同マニュアルにおける関連した説明部分を適宜参照することに

より、本計画の内容をより正確に把握することができる。

2.1 指数とは何か

2.1.1 指数の定義

消費者物価指数、卸売物価指数、工業生産指数など、さまざまな種類の指数があるが、

指数の基本的な意味は非常に簡単である。

「指数」とは、同じ種類の統計数値の間での相対的な大小関係を比率の形で示すもので

ある。例えば、ある家計の所得水準が他の家計に比べて何パーセント高いか（あるいは低

いか）を示す指標や、ある国の自動車生産量が過去に比べて何パーセント増加したか（あ

るいは減少したか）を示す指標などが、いわゆる「指数」と呼ばれるものである。
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指数は、異なる時点間及び異なる地点・地域間での比較に用いることができる。とはい

え、一般的に指数は、「基準時点」を設定し、他時点の基準時点に対する比率を計算する

ことによる時系列比較に用いられることが多い（その際、基準時の数値は 100 とされる）。

図 2.1.1  指数の例

2.1.2 指数算定の方法：ラスパイレス算式

(1) 総合的指数の必要性

ある国（地域）における工業生産の全体的な状況を把握するためには、個別品目の生産

の変化をみるだけでは十分でない。なぜなら、その国（地域）では多種多様の製品が生産

されているからである。そこで、個別的にみるのではなく、当該国（地域）で生産されて

いる製品の中から選ばれた品目ひとつひとつに対応する数値を足し上げることによって、

生産の総合的な動向を示すことができる指数を作る必要が出てくるのである。

そのような「総合的」指数を作成する上での最重要事項は、a)異なる単位で計測された

生産量をどのようにして足し上げるか、b)名目生産額の変化から価格変化の影響をどのよ

うにして取り除くか、ということである。

 Unit: cars Jan Feb Mar Apr May Jun
 Actual record 28,845 30,156 26,468 25,147 29,452 31,515
 Index (Jan = 100) 100.0 104.5 91.8 87.2 102.1 109.3

<Changes of production quantity of passenger car in a country>
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(2) 工業生産指数の必須要素

a) 迅速性とタイムリー性

経済情勢は瞬く間に大きく変化し得ることから、工業生産指数は短い周期で迅速かつ

タイムリーに提供されなければならない。工業生産指数の公表サイクルが原則として月

次であるのは、この理由による。

b) 信頼性

工業生産指数の信頼性を確保するためには、次の 4 つの要請が満たされる必要がある。

1) GDP シェア、総雇用者数に占めるシェアあるいはその他の基準に照らして、ある

国（地域）における重要産業（リーディング産業）を網羅していること。

2) 各調査対象業種における主要製造業事業所（工場）を調査対象としていること。

3) 適切な分析に基づいて、製造業の現状に関する妥当な評価を提示すること。

4) 景気情勢の見通し（予測）に役立つ情報を提供すること。

c) 比較可能性

工業生産指数の品目・業種分類は、GDP、貿易、労働といった各種関連経済指標と符

号している必要がある。これにより多様な統計の比較による多角的・総合的な分析が可

能となる。

d) 継続性

いったん工業生産指数の作成・公表を開始したら、明確かつ正当な理由がない限りは、

中止されるべきではない。継続性の欠如は、工業生産指数への信頼だけでなく、それを

提供する政府への信任までをも損なうことになる。そして、失った信任を取り戻すには

長い時間が必要である。

言い換えれば、負担が過度に増大することを防ぐためには、政府の中期的な人員計画

と予算に基づいて、統計業務の規模と範囲が調整される必要がある。
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2.2.2 生産プロセスと指数アイテム

(1) 製造業の生産プロセス

タイ国家統計局（NSO）の『1996 年事業所リスティング調査報告：全国集計』によれば、

タイには 157,363 の製造業事業所が存在し、さまざまな原材料を活用し、必要な生産設備

を稼動させつつ、多様な製品を生産している。

図 2.2.2 は、製造業における一般的な生産プロセスを示したものである。ほとんどの製品

は、それを需要する主体に出荷されるが、一部は在庫として製造元事業所に残る。出荷さ

れた製品は、原材料として再び生産に投入される生産財と、エンドユーザーに供給される

最終財の 2 種類に大別される。最終財のうち、一定部分は生産プロセスから離れて家計で

消費され、それ以外の部分は設備投資や建設投資を含む固定資本形成に充てられる。生産

財、最終財ともに、海外需要を満たすために輸出される場合もある。

工業生産指数はここで述べた生産プロセスの現状を示す指数から構成される有機的パッ

ケージであり、それは生産、出荷、在庫といった多様な観点から成り立っている。
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図 2.2.3  生産動態統計調査の一般的手順

a) 調査票を用いた実査

最初に、工業生産指数の提供者は、調査票を用いた実査を実行しなければならない。

調査票は、調査対象事業所に配付され、工業活動に関する実績値が記入された後に回収

される。

一般的に言って、工業生産指数の統計的信頼性を確固たるものとするには、80％を超

える調査票回収率が必要である。調査員による回収は、高い回収率を実現する上で 1 つ

の有力な手段である。同時に、回答者が記入の負担をあまり感じることのないよう、設

問項目を最小限に絞ることが望ましい。

b) 回収された調査票の審査とエディティング

生産動態統計の調査票回収後、各調査票に記入されている数値に疑わしい点や誤りが

ないかどうかを審査する。もし何らかの問題があれば、検票者は記入者（回答者）に修

正を依頼する。

誤りであると判明した数値は、調査票原票において正しい数値に置き換えられなけれ

ばならない。こうした修正作業は、調査票の「エディティング」と呼ばれる。

f) Analysis on remarkable changes in index

a) Execution of a Questionnaire Survey

b) Examination and Editing

c) Data Input

d) Completion of the "Absolute Figures"

e) Index Calculation and Tabulation
 Computer
 System

g) Dissemination of the Industrial Indices
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c) コンピュータシステムへのデータ入力

修正されたデータは、その後の処理のため、コンピュータシステムのデータベースに

入力される。

（コンピュータシステムは、工業生産指数の提供者がこれ以後の作業を非常に効率的

に行うことを可能にする。しかしながら、これを行うためには、提供者は単にシステム

をどのように操作するかを覚えるだけではなく、いかに正確な統計を作成するかを理解

することが肝要である。もし、工業生産指数の背後にある理論的側面や統計業務の基本

的ルールをよく知らない人々がこれ以後の作業を実行すれば、コンピュータシステムは

統計的原則を逸脱し、誤解を招くような指数を機械的に作り出すこととなろう。）

d) 指数算定に必要な「実数値」の完成

工業生産指数は、各調査対象品目の生産、出荷、在庫等に関する実際の集計値から作

られる。例えば、生産指数は調査対象品目の合計生産数量から、また、在庫率指数は出

荷と製品在庫の合計数量から算定される。各品目についてのこうした合計数量は、「実

数値」と称され、「指数」と区別されている。

もし実数値が市場の実態を反映していなければ、工業生産指数は信頼に足るものとは

なり得ない。実数値の正確さを確保するためには、各品目の生産規模やマーケットシェ

アの点で「主要な」事業所を漏れなくカバーすることがとりわけ重要である。主要事業

所の数値が欠落している場合には、指数算定に不可欠な「実数値」を完成させるために、

暫定的な推計値によって補完する必要がある。

e) 指数算定及び算定結果の製表

主要事業所を漏れなく網羅しつつ、全種類のデータアイテムがデータベースに整備・

格納されたら、コンピュータシステムにおいて工業生産指数を計算する準備が整ったこ

とになる。2.1.2 にて提案されたように、指数算定はラスパイレス算式に基づくべきであ

る。（指数算定の具体的な方法については、2.5 においてより詳細に説明される。）

計算が終わったら、その結果は、適切に検査することができるように、毎回所定の形

式の表に収められる必要がある。



2 - 15

f) 指数動向の顕著な変化に関する要因分析

生産、出荷及び在庫は経済環境の変化に応じて常に変動している。工業生産指数の提

供者は、指数の動向について常に注意するとともに、顕著な変化が認められる場合には

その要因を明らかにすることが肝要である。そうした分析は統計利用者に対して製造業

の現状を説明する上で重要である。

g) 工業生産指数の公表

最後に、工業生産指数は製造業の現状に関する何らかのコメントあるいは説明ととも

に、統計利用者に対して公表される。

公表に際しての中心的なメディアは、公式の公表用レポート及びインターネット上の

ウェブサイトである。（公表の詳細については 2.7 で説明する。）

(3) 工業生産指数の月次公表サイクル

工業生産指数は統計利用者に対して定期的に公表されなければならない。工業生産指数

のそもそもの目的は製造業の「現状（＝最新の短期的動向）」を示すことであるから、審

査・集計後、速やかに公表されるべきである。

一般に、工業生産指数のような短期統計は調査時点から数ヶ月ものラグを伴って公表さ

れるようでは意味がない。（例えば、7 月になってから 1 月のデータを求める人などほと

んどいない。）このように、工業生産指数にとって「迅速性（速報性）」は最も重要な要

因である。

迅速性を確保するためには、工業生産指数の作成を 1 ヶ月周期で繰り返すことが望まし

い。しかも、調査から公表に至るまでのラグを 2 ヶ月以内に収めることが肝要である。

実現すべき月次作業サイクルのタイムスケジュールは、図 2.2.4 に示す通りである。例え

ば 8 月の指数を作成する場合には、工業生産指数の提供者は、

1) 8 月 15 日に、8 月分の調査票を回答者宛てに送付し、

2) 9 月 15 日までに、調査票を回収し、

3) 9 月 25 日までに、調査票の審査とエディティング、コンピュータシステムへのデ

ータ入力、及び実数値の整備を実行し、

4) 9 月末までに、指数算定、算定結果に関する分析、公式の月次レポートに算定結果

をまとめ、そして最終的に統計利用者にレポートを公表することとなる。
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このタイムスケジュールは「速報値」の公表を行うためのものであり、速報値には、場

合により推計値が含まれることがある。速報値はその翌月に「確報値」へと再計算される。

確報値は一切の推計を含まず、完全に実績値から算定される。

しかしながら、人手不足や調査票回収の遅延といったやむを得ない理由から、上記のよ

うな作業サイクルを維持することが非常に困難な場合においては、タイムスケジュールは

実態に即した形に改められてよい。例えば、図 2.2.5 は、月次作業を実行するために図

2.2.4 よりも 2 週間後にずれる。もちろん、工業生産指数の提供者は、こうしたタイムスケ

ジュールの調整を行う際には、公表の迅速性が損なわれないよう十分に注意しなければな

らない。
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図 2.2.4  工業生産指数のための月次作業サイクル（望ましいタイムスケジュール）
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図 2.2.5  工業生産指数のための月次作業サイクル（調整したタイムスケジュール）
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2.3 工業生産指数開発の見通し

2.3.1 生産動態統計調査の拡大

IIC は、工業生産指数作成のための生産動態統計調査を拡大するに当たり、次の 3 段階

を経るべきである。

表 2.3.1  生産動態統計拡大のための 3 段階

Stages
Number of establishments and
Industry (*1) to be surveyed

Names of indices to be
disseminated

1st stage - 377 establishments
- The core 10 industries (*2)
- Coverage (*3) = 30%

Preliminary Indicators

2nd stage - 1,266 establishments
- 34 industries
- Coverage = 70%

Reference Indices

3rd stage - 2,200 establishments
- 63 industries
- Coverage = over 80%

Industrial Indices

*1 “Industry” means the classification at the 4-digit level of the International Standard of Industrial

Classification (ISIC).

*2 “The core 10 industries” include the followings:

1) Processing and preserving of fish and fish products (ISIC 1512)
2) Manufacture of malt and liquors (1553)
3) Preparation and spinning of textile fibers and weaving of textiles (1711)
4) Manufacture of knitted and crocheted fabrics and articles (1730)
5) Manufacturing of weaving apparel, except fur apparel (1810)
6) Manufacture of refined petroleum products (2320)
7) Manufacture of cement, lime and plaster (2694)
8) Manufacture of electric valves, tubes and other electric components (3210)
9) Manufacture of TV, radio, sound or video recording (3230)
10) Manufacture of motor vehicles (3410)

*3 “Coverage” means the percentage of value-added of the selected industries to the total value-

added of the manufacturing sector.

＜現 状＞

IIC は、高い調査票回収率を維持しつつ、2000 年 5 月以降、「暫定指標」の月次レポー

トを公表していることから、既に第 1 段階の要件を満たしているといえる。加えて、IIC
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は既にコア 10 業種を含む 34 業種を対象に、1,266 事業所を網羅した拡大実査を開始してお

り、これは IIC が現在第 2 段階への過渡期にあることを意味する。

＜今後の展望＞

第 3 段階は、IIC がタイの製造業におけるほとんどの業種（63 業種）、2,200 事業所を対

象とするフルスケールの工業生産指数を作成する最終目標である。

第 2 段階の要件を満たすためには、マンパワーや予算、調査対象事業所の協力度といっ

た様々な要因に左右されるが、少なくとも 1 年を要するものと思われる。いずれにせよ、

2000 年から 2001 年にかけては、IIC にとって、第 2 段階に向けて必要な体制や基盤を立ち

上げるとともに、それらを確固たるものとすべき、重要な時期となろう。

なお、指数を「暫定指標」から「参考指数」、「参考指数」から「工業生産指数」へと

切り替えていく際には、それぞれの指数系列間で調査対象業種数が異なることから、総合

指数レベルでの継続性は保証されないことに注意が必要である。

2.3.2 フル機能装備の新しいコンピュータシステムの導入

多くの事業所から得られた膨大な量のデータを処理するためには、生産動態統計調査の

各作業段階（図 2.2.3 を参照）をサポートするために開発された専用のコンピュータシステ

ムを月次作業サイクルに導入する必要がある。

＜現 状＞

1999 年末まで、IIC は、JICA 調査団がフェーズ 1 で開発したパイロットシステムを活用

していたが、それは、かつての「コア 9 業種」を取り扱うための暫定システムであった。

そのため、フェーズ 2 では、パイロットシステムを拡張することにより、以下に述べるよ

うな機能をフルに装備した新しいコンピュータシステムが開発された。

a) キャパシティの拡大

1) 事業所及び業種の数

コンピュータシステムは少なくとも 2,000 事業所及び 60 業種を取り扱うことが可能

でなければならない。「2,000 事業所及び 60 業種」というのは、生産動態統計調査の

第 3 段階において計画されている規模である（表 2.3.1）。
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2) マルチユーザー・コントロール

コンピュータシステムは、ユーザー（データ処理作業者）の増加に対応するための

マルチユーザー・コントロールが可能となるよう、クライアント＝サーバ・システム

であるべきである。

b) 実数値を蓄積のための機能の追加

1) 疑わしい数値に対する警告メッセージの表示

システムは、前月比あるいは前年同月と比べて著しく大きく変化している実数値に

対して、警告を出さなければならない。

2) 欠損値の自動推計

調査対象事業所の実績値が欠損している場合、システムは、次の方法に基づいて、

データベースの空白を埋めるため、暫定値を推計しなければならない。

- 前月の数値の適用

- 前年同月の数値の適用

- 他の事業所の伸び率を乗じることによって得られる数値の適用

しかしながら、この自動推計という手段は、原則として公表用「速報値」の作成時

に適用するものであり、「確報値」には、やむを得ない場合を除いては実績値を用い

るべきであることに留意が必要である。

3) 集計結果の出力

システムは、実数値の集計結果の詳細を、所定のフォーマットに出力しなければな

らない。

c) 信頼性の高い工業生産指数を作成するための諸機能の追加

1) 適切な計算手法の適用

2.1.2 で説明したように、工業生産指数はラスパイレス算式に基づいて算定される必

要がある。

それと同時に、ラスパイレス算式を適用する際には、「総和法」よりも「加重平均

法」の方を用いることが望ましい（これについては 2.5 で説明する）。
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2) 指数算定ベースとしての「継続的回答事業所」の定義

工業生産指数は、調査票回収率の変動に起因する誤差を取り除くため、固定された

事業所数に基づいて算定される必要がある。したがって、システムは、基本的に毎月

欠かさず継続的に回答してくれる事業所を抽出し、それらの事業所を指数算定のベー

スとして定義しなければならない。

3) 指数化対象品目の選定

生産動態統計調査において調査対象となっている品目の中には、タイ国内で製造さ

れていないことから、回答者から何らの回答も得られないものがあるかもしれない。

データがなければ指数を作成することも不可能であることから、システムは、内部マ

スターファイルに登録されている諸品目の中から、指数化対象とするものを選定する

ことができるようになっている必要がある。

できれば、システムにおいては、生産指数、出荷指数といった指数アイテムごとに

指数化対象品目を設定できることが望ましい。

4) 算定結果の出力

システムは、工業生産指数の算定結果を、数値の検証及び分析に用いるために、所

定のフォーマットに出力する必要がある。出力内容には、単に指数の算定結果だけで

はなく、寄与度・寄与率、伸び率その他の有用な情報も含まれるべきである。

もしシステムが月次レポート用の図表をも自動的に生成するものであれば、なお望

ましいといえる。

d) セキュリティコントロールのための諸機能の追加

1) 使用権限コントロール

コンピュータシステムにおいては、データ入力、データベース入力済みデータの修

正、指数算定用データファイルの確定を行う権限を、区別して管理できなければなら

ない。

2) データファイルのバージョンコントロール

コンピュータシステムにおいては、毎月多種多様なデータファイルが生成される。

こうしたファイルの錯綜と遺失を防止するために、システムはデータファイルのバー

ジョン管理を行い得るものでなければならない。
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＜今後の展望＞

新規開発したコンピュータシステムは、工業生産指数の作成に必要なこうした基礎的な

機能をすべて備えていることから、工業生産指数のアイテムを現状から追加せずに、指数

作成に係る毎月の定常業務を繰り返している限りにおいては、IIC が取り急ぎこのシステ

ムの機能を拡張したり、修正したりする必要はないであろう。

2.3.3 指数アイテムの選定

2.2.2 で提示したように、工業生産指数を構成する指数は多岐にわたる。いうまでもなく、

すべての種類の指数を算定、公表できるに越したことはないが、現状のマンパワーと予算

からすると、それは現実的ではない。一般的にいって、工業生産指数の全面的な作成を強

行することは、最終的には指数の質の悪化や作成中断といった事態に至る場合さえあり、

決して生産的ではない。

こうしたことから、表 2.3.2 に示されているプライオリティに基づいて、現状の実施能力

の範囲内で、特定の指数アイテムを選択することが必要である。
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表 2.3.2  指数選定のプライオリティ

Priorities for index items (*)
Index items

A B C

a) Basic indices

1) Production Index ●

2) Shipment Index ●

3) Finished-goods Inventory Index ●

4) Inventory Ratio Index ●

b) Other indices

1) Production Capacity Index ○

2) Capacity Utilization Index ●

3) Labor Input Index ○

4) Labor Productivity Index ●

5) Raw Material Consumption Index ○

6) Raw Material Inventory Index ○

7) Raw Material Inventory Ratio Index ○

* The meanings of A, B and C are as follows:
A: Very important and indispensable for evaluating the current condition of the manufacturing

sector.
B: Necessary to be included in the index selection for overall evaluation of condition, if enough

resources are assured.
C: Necessary only in case there are not any other reliable indicators of the same purpose.

Note: ●: Index that can be calculated by the new computer system of the IIC.
○: Index that cannot be calculated by the new computer system of the IIC.

a) プライオリティ A

これは、製造業の現状評価にとって極めて重要かつ不可欠なものであることを意味し、

これには、4 種類の基礎的指数 --- 生産指数、出荷指数、在庫指数、在庫率指数 --- が

含まれる。

b) プライオリティ B

プライオリティＢに該当する指数は、十分な実施能力（マンパワーや予算）が確保さ

れている場合に、選択されるべきものである。

生産能力指数、稼働率指数、原材料消費指数、原材料在庫指数及び原材料在庫率指数

が、このカテゴリーに含まれる。
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c) プライオリティ C

プライオリティ C に該当する指数は、目的を同じくし、かつ信頼に足る他の統計指標

が存在しない場合に限り、選択されてもよいものである。

労働投入指数と労働生産性指数が、このカテゴリーに含まれる。

＜現 状＞

現在、IIC は、新しいコンピュータシステムを活用して、4 つの基礎的指数のすべてを作

成している（これらはプライオリティ A に該当する）。また、加えて、IIC はプライオリ

ティ B の稼働率指数と、プライオリティ C の労働生産性指数をも算定することができてい

る（表 2.3.2 の「●」印を参照）。

＜今後の展望＞

当面、IIC は、下記の理由より、これら現行の 6 指数のみに対応していくべきである。

第 1 に、6 指数以外、すなわち原材料関係の指数については、総合指数を算定するため

のウェイトを得るための基礎データがタイに存在していないため、指数の正確な計算がで

きないことが挙げられる。

第 2 に、稼働率指数と労働生産指数には以下に述べるような基本的な問題があり、それ

を解決するには一定の時間を要すると考えられる。よって、そういった状況の中で、しか

も人員と予算に制約があるにもかかわらず指数アイテムをさらに増やすことは現実的でな

い。

稼働率指数については、現時点で、タイではどの品目が各調査対象業種の正確な生産能

力を代表するかが判然としていないことから、生産動態統計調査の調査票では、やむなく

調査票記載品目 1 つ 1 つについて生産能力を記入してもらっている。そのため、稼働率指

数を信頼に足るものとするには、まず、回収された調査票に記入された実際の回答を精査

し、生産能力の計測を行う上で適当な品目を明らかにすることが必要なのである。

一方、労働生産性指数の算定には、付加価値額ではなく粗生産額が用いられており、総

合化に際しては付加価値ウェイトではなく粗生産額ウェイトが適用されている。こうした

点において、現行の労働生産性指数は、「単位労働投入量当たりの付加価値額」という本

来的な労働生産性の概念とは異なるものである。よって IIC は、同指数を公表する前に、

その統計的特性を的確に把握し、その有用性について外部に対して適切に説明できなけれ

ばならない。それには、他の類似データとの比較が有効である。例えば、NESDB による

四半期別「GDP」と NSO の四半期別労働力調査による「就業者数」から算出できる労働生
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産性や、BOT の「生産指数」と MOLS の「就業者数」から MOLS が年に 1 回計算する労

働生産性指標との比較が考えられる。利用者のニーズや利便性からすれば、公表開始後に

指数の概念が変更されることは望ましくない。したがって、上記の比較作業を通じて現行

指数の有用性が確認されるまでは、拙速な公表を控えるべきである。

結論として、IIC は、ここで述べた問題点を現実的に考慮しつつ、生産動態統計調査の

第 2 段階に完全に到達するまでは、作成対象とする指数アイテムの増加を控えるべきであ

ると考えられる。

2.3.4 助言と支援を得るための組織関係

＜現 状――工業生産指数の検証のための月次定例ワーキンググループ＞

ワーキンググループ（WG）は、そもそもフェーズ１の期間中の 1999 年に立ち上げられ、

その会合が IIC の主催により適宜開催されてきた。参加メンバーは、BOT、NESDB、NSO、

MOC 及び OIE の Division 2 であり、生産動態統計調査の企画面に係る課題などについて討

議してきた。1999 年 11 月からは、同じメンバーで、「暫定指標」の月次レポートの内容

検証等を行うため、毎月定例的に会合が催されている。

WG の月次定例会合は、表 2.3.3 の概要に基づいて、今後も継続されていくべきである。

表 2.3.3  ワーキンググループの概要

Purpose: To inspect the monthly report of the Industrial Indices.

Issue: - General condition of the manufacturing sector in Thailand
- Contribution ratios by industry
- Trends of production, shipment and inventory in the selected industries

(including the comparison of the indices between the IIC and the BOT.)

Member: - The IIC (chair organization)
- Long-term experts from the JICA
- Bank of Thailand
- National Economic and Social Development Board
- National Statistical Office
- Ministry of Commerce
- Division II of the OIE

Frequency: Monthly
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＜今後の展望――工業生産指数開発のためのアドバイザリーコミッティ＞

フルスケールの工業生産指数を開発する過程で、IIC は、関連する政府統計機関や専門

家との間でさらに緊密な協力関係を構築していくことが肝要である。それは次のようなメ

リットを生み出すであろう。

1) IIC が、工業省の外から、適宜、統計理論面での助言や技術的な支援を受けること

ができる。

2) より精密かつ正確な工業生産指数を作成するために、他の機関で用いられている情

報、統計あるいはノウハウを活用することを IIC に促す。

3) 関係機関とのコネクションを通じて、IIC の工業生産指数を一般に普及させていく

ことができる。

これ以後の 5 つのセクション（2.4～2.8）で説明されるように、工業生産指数の開発には、

依然としていくつかの重要な課題が残されている。しかし、そのような状況の中で、IIC

は、JICA の長期専門家を除き、いかなる専任アドバイザーも有していない。その一方で、

WG の月次定例会合への出席者は、指数算定手法や、指数総合化のためのウェイトといっ

た基本的な問題に対して、しばしば強い関心を示している。これはすなわち、指数の検証

を主たる目的とする WG 以外にも、何らかの討議機会が必要であることを示唆していると

いえる。

こうしたことから、IIC は、工業生産指数の開発に係る基礎的な問題を検討するととも

に、その問題にどう対処すべきかに関する効果的かつ現実的な助言を与えるアドバイザリ

ーコミッティを設置すべきである（概要は表 2.3.4 に示されている）。

アドバイザリーコミッティの組織化方法については、まず、ワーキンググループ

（WG）のメンバーとなっている組織が、アドバイザリーコミッティ（AC）のメンバーの

要件を考慮しつつ、AC メンバー候補をピックアップする。その後、IIC は候補者に対して

個別にインタビューを行い、その適性について検討する。AC メンバーには、IIC に対して

技術的なサポートを提供できるとともに、IIC から求められればともに統計業務に携わる

意思をもっている人が含まれることが望ましい。

IIC は、メンバーが決定された後、座長を指名する。座長には、工業生産指数の開発に

対する IIC の企図を理解し、開発を推進するための具体的な手段等に関する議論を適切に

方向付けることが求められる。

AC の会合は四半期に 1 回、あるいは少なくとも半年に 1 回開催されるべきである。
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表 2.3.4  アドバイザリーコミッティの概要

Purpose: To considers the basic issues with regard to the development of the
Industrial Indices and provides effective and realistic advice about how to
deal with the issues.

Issue: - Modification of design of the Current Survey of Production
- Selection of industry and commodity
- Selection of establishments
- Questionnaire design

- Development of the Industrial Indices
- Revision of the base period and linkage of index
- Preparation of the weight
- Introducing the seasonal adjustment

Member: - IIC staff
- Expert of the index theory
- Expert of the industrial statistics
- Expert of industrial/commodity classifications
- Government officials of the industrial policy, trade policy, and relevant

statistics such as Input-output Table, National Accounts, etc.
- Representatives from the member organizations of the Working Group

Frequency: Quarterly, or every six months

2.3.5 工業生産指数開発のための中期的スケジュール

ここまでに述べてきた考え方に基づき、2000 年から 2005 年までの工業生産指数の開発

にかかる中期的なスケジュールを図 2.3.1 に示す。近い将来における指数開発の見通しが、

このスケジュールに集約されている。

（ただし、このスケジュールは、IIC のマンパワーや予算が適切に確保されていくこと

が前提となっており、状況の変化によっては変更されることもあり得る。）

a) 2000～2001 年：生産動態統計調査の第 1 段階

この期間には、IIC は新しいコンピュータシステムを用いて、コア 10 業種に属する

377 事業所をカバーしつつ、「暫定指標」の作成と公表を実施する。

それと同時に、追加的な 24 業種に属する 889 事業所が、新たに生産動態統計調査の対

象となる。

さらに、IIC は 6 種類の指数を算定する。そこには、生産指数、出荷指数、製品在庫指

数、在庫率指数、稼働率指数、及び労働生産性指数が含まれるが、IIC はそれら 6 アイテ



2 - 29

ムの正確さと信頼性について検討、評価を行わなければならない。その後で、IIC は「暫

定指標」として正式に採用した指数アイテムを公表することとなる。

b) 2002～2004 年：生産動態統計調査の第 2 段階

この期間、IIC は新しいコンピュータシステムを用いて、34 業種に属する 1,266 事業所

をカバーしつつ、「参考指数」の作成と公表を実施する。

それと同時に、追加的な 29 業種に属する約 930 事業所が、新たに生産動態統計調査の

対象となる。

さらに、IIC は前年と同じ 6 種類の指数の算定を継続するが、それとともに、統計利用

者からの要望が強い場合には、追加的な指数アイテムについて検討することも考えられ

る。もし IIC が、現行 6 アイテム以外に新指数アイテムを追加することを決めた場合は、

追加指数の算定が可能となるよう、新コンピュータシステムの機能拡張が必要となる。

ただし、この期間中に第 2 段階への到達を達成するには、それに見合う予算と人員が

確保される必要がある。また、生産動態統計調査の回収率を高い水準で維持することも

重要な前提条件となろう。

c) 2005 年以降：生産動態統計調査の第 3 段階

この期間においては、IIC は新しいコンピュータシステムを用いて、63 業種に属する

約 2,200 事業所をカバーしつつ、「工業生産指数」の作成と公表を実施する。

また、IIC が、現行 6 アイテムのほかに、追加的な指数アイテムを算定することも考え

られる。
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このことは必ずしもパーシェ算式がより望ましいということを意味しない。というの

も、パーシェ算式はライスパイレス算式と逆のバイアスを生み出すからである。）

基準時点を長期間固定すると、相対価格の変化に起因するバイアスが無視できない

ほど大きくなってしまう。そのため、基準時点は定期的に改定される必要があるので

ある。

2) 最新の主要品目の選定

限られたマンパワーと予算の中で、タイにおいて生産されているすべての品目を調

査対象とすることは、極めて困難あるいは不可能である。よって、IIC は、製造業の全

体的動向を代表し得る「主要な」品目を選定している。

主要品目は、産業構造の変化、技術進歩あるいは新製品の開発などにともなって変

わり得る。したがって、各品目が全体動向をどの程度まで説明しているかを検証する

とともに、適当なタイミングで工業生産指数の採用品目を見直す必要がある。

もしタイの代表的品目構成に何らかの顕著な変化が発見された場合には、既に主要

品目ではなくなったものを除外するとともに、最近になって主要品目となったものを

新たに追加するために、品目選定が改訂されなければならない。

新規品目が追加される場合には、工業生産指数の対象品目すべてを同一の基準時点

で算定するために、基準時点を改定する必要が出てくる。

b) 基準時改定のガイドライン

1) 改定の周期

基準時点は、経済情勢の変化、とりわけ上で説明した相対価格及び代表的品目を考

慮して改定されなければならない。経済状況は常に変動しているが、基準改定には多

大な時間と労力を要することから、それを頻繁に実施することは困難である。

例えば日本では、基準改定は 5 年周期で実施されている 5 年周期であれば、工業生

産指数の統計的信頼性を損なうことなく、しかも所与のリソースで改定作業をこなす

ことが可能と考えられている。

タイが、基準改定に日本と同様の 5 年周期を導入するとすれば、特段の問題は生じ

ないものと思われる。しかしながら、改定に際して、通貨危機のような極めて特殊な

状況が発生した場合には、基準時点を他の通常状態の時点に置くべきであろう。
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2) 月次平均値

IIC の工業生産指数は月次統計であることから、当然、基準時点も、ある月である。

ただし、基準時点は「2000 年 1 月」といった特定月でなく、1 年を通じた月次平均値

であっても差し支えない。

いくつかの場合において、月次平均値が望ましいことがある。特に、季節調整を導

入する前においては、そうすることによって季節変動が均されることは、1 つの非常

に大きな利点である。

3) 他の重要統計との同時性

他の統計と、全体として整合性を保つために、工業生産指数の基準時点がタイの他

の主要統計の作成時点（年）と一致しているべきである。例えば、NESDB によるタイ

産業連関表は 5 年ごとに作成されている。その最新版は 2000 年に公表された 1995 年

表である。

(2) 基準時点の異なる指数の接続

以下に示すように、基準時点の異なる 2 つの指数系列（A と B）があるとする。これら

2 つの系列は、何らかの方法によって接続することなしには、連続した系列として観察す

ることができない。

(Index series-A --- Baseline period: 1990)

Aug 1999 Sep Oct Nov Dec Jan 2000 Feb

…… 105.3 102.9 108.7 106.1 (a)

(Index series-B --- Baseline period: 1995)

Aug 1999 Sep Oct Nov Dec Jan 2000 Feb

97.7 (b) 100.5 ……

古い指数系列である系列 A（基準時点は 1990 年）は、1999 年 12 月に 106.1 で終了して

いる。一方、新しい指数系列である系列 B（基準時点は 1995 年）は、2000 年 1 月より

100.5 で始まっているが、1999 年 12 月（＝97.7）まで遡及調査されている。このように、

両系列は 1999 年 12 月で重複しているが、このことは、指数の接続にとって非常に重要な

ポイントである。
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1999 年 12 月時点における系列Ｂの系列Ａに対する比率は、次のように計算できる。

B/A = 97.7/106.1 = 0.921 --- (c)

上式で得られた比率(c)を系列Ａ全体に乗じることにより、両系列は、下記の通り、1999

年 12 月において互いに同じ数値となる。こうして、系列Ａは系列Ｂに連続する指数系列と

して接続されるのである。

(Index series-A after multiplied by the ratio (c))

Aug 1999 Sep Oct Nov Dec Jan 2000 Feb

…… 97.0 94.8 100.1 97.7

(Index series-B)

Aug 1999 Sep Oct Nov Dec Jan 2000 Feb

97.7 100.5 ……

重要な注意点として、基準改定に合わせて調査対象業種の大幅な追加が実施される場合、

業種間のウェイト構成比が大きく変わってしまうことから（ウェイトについては 2.5 と 2.6

を参照）、ここで説明した指数接続を適用する前に、古い指数系列の方を新しいウェイト

に基づいて再計算しておく必要がある。

なお、ここで説明した方法は、指数接続を行う上で最も簡便なものであるが、これが例

えば 10 年あるいはそれ以上の長期間に適用された場合、統計的な誤差が蓄積されてしまう。

そのため、工業生産指数を用いて長期的な分析を行う際には、そうした本方法の限界点を

慎重に考慮することが肝要である。

2.5 「総合指数」作成のための指数総合化の方法

(1) 個別的指数と総合的指数

工業生産指数は、「産業分類のカテゴリー」という観点から、個別的指数と総合的指数

という 2 つのタイプに区分することができる。

個別的指数は 1 つ 1 つの調査対象品目の動向を示し、産業分類上の最も詳細なカテゴリ

ーに対応するものである。他方、総合的指数は、「業種」あるいは「製造業全体」といっ

たより広いカテゴリーの動向を示すものである。
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図 2.5.2  日本の実質 GDP 及び生産指数の推移

Sources: Ministry of International Trade and Industry of Japan, Yearbook of Indices of

Industrial Production 1997: 1990 Base Year.

Economic Planning Agency of Japan, Annual Report on National Accounts 1998:

1990 Base Year.

(2) 指数総合化のカテゴリー

IIC の工業生産指数は、表 2.5.1 に示しているように、指数の総合化のために 4 つのカテ

ゴリーをもっている。これらのカテゴリーは、他国の関連統計との比較可能性を確保する

ために、「国際標準産業分類」（ISIC, Rev. 3）に基づいている。最も詳細なカテゴリーは

「品目」であり、逆に最も広いのは「製造業全体」である。また、これらの中間には、

「ISIC 4 桁」及び「ISIC 2 桁」というカテゴリーがある。

「製造業全体」に該当する指数は、最も総合的な指数であることから、以後「製造業指

数」と呼ぶこととする。
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表 2.5.1  指数総合化のためのカテゴリー

Categories Names of corresponding index

All manufacturing Index of Manufacturing
ISIC 2-digit (*1) Index of 2-digit
ISIC 4-digit (*2) Index of 4-digit
Commodity Individual index

*1 In the ISIC, category of the 2-digit is called “division”.

*2 In the ISIC, category of the 4-digit is called “class”.

これ以降、製造業指数を得るための指数総合化の方法について説明する。

(3) 指数総合化のための 2 つの方法

製造業指数には、適用可能な 2 つの方法がある。

a) 総和法

総和法は、ラスパイレス算式に忠実に則って製造業指数を算定しようとする方法であ

る。すなわち、まず、各品目の数量を基準時点の固定単価で乗じて金額を求めた上で、

それを足し上げて総額を得るというものである。

b) 加重平均法

総和法に対して、加重平均法は、各品目に関する数量ベースの個別的指数をはじめに

算定し、それから、各品目別の「ウェイト」を用いて、個別的指数を足し上げようとす

るものである。

これら 2 つの方法に用いられる算式は、以下に示す通りである。総和法がラスパイレス

算式そのものによって表現されるのに対して、加重平均法はラスパイレス算式の変形から

導き出される。よって、これら 2 つの方法から得られる指数算定結果は、理論的には一致

することとなる。

Index
integration
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加重平均法の利点は、計算過程が総和法に比べて簡単であり、そのため、指数作成に実

際に用いる上で適していることである。こうしたことから、実践的観点に基づき、新しい

コンピュータシステムでは、加重平均法が採用されている。

2.6 ウェイトの準備

(1) 指数アイテムに対応したウェイトの種類

各指数アイテムについて、加重平均法に基づいて製造業指数を計算するためには、表

2.6.1 に示すような基準時点のウェイトが必要となる。

表 2.6.1  指数アイテム別のウェイト基準

Index items Weighting standards

a) Basic indices

1) Production Index a) Value-added
b) Gross production value

2) Shipment Index Shipment value

3) Finished-goods Inventory Index Finished-goods inventory value

4) Inventory Ratio Index Finished-goods inventory value

b) Other indices

1) Production Capacity Index Estimated value-added based on
capacity (*1)

2) Capacity Utilization Index Value-added

3) Labor Input Index --- (*2)

4) Labor Productivity Index Value-added

5) Raw Material Consumption Index Raw material consumption value

6) Raw Material Inventory Index Raw material inventory value

7) Raw Material Inventory Ratio Index Raw material inventory value

*1 Estimated value-added based on capacity

= (Value-added per unit by commodity) * (Capacity by commodity)

*2 Weight is not necessary for the Labor Input Index since the unit of labor input is identical for

all selected commodities (= man-hours).
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(2) ウェイトの計算方法

ウェイトには、ウェイト基準の総額における、指数化対象品目の間の相対的な大きさを

反映されている必要がある。それを保証するには、図 2.6.1 に示されている手順に沿ってウ

ェイトが算定されなければならない。
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a) 業種別ウェイト算定基準額の用意

「基準額」とは、ウェイト算定に必要な、金額ベースの基礎的数値を意味する（2.5 の

(3)の記述を参照）。

一般に、基準額の時点は、工業生産指数の基準時点と一致している。そのため、基準

額は、指数の基準時点が改定されるのと同時に、再計算される必要がある。

はじめに、「業種」別すなわち ISIC 4 桁別の基準額が、以下の手順に沿って用意され

なければならない。

1) データソースの入手

タイでは、業種別基準額を、表 2.6.2 に示している 2 つのソースから入手することが

できる。

工業センサスとタイ産業連関表には、それぞれ長所、短所がある。例えば、工業セ

ンサスは ISIC に基づいているが、公表周期が明らかでない。一方、産業連関表は定期

的に公表されるが、公表までに約 5 年という長いラグがある。IIC としては、より精密

な基準額を得るためにも、両者を併用することが望ましい。

表 2.6.2  業種別ウェイト算定基準額を得るためのデータソース

Sources Frequency Remarks

Industrial Census
(NSO)

Unknown - Based on the ISIC.
- Covering all the weighting

standards.
- Published not periodically.

Thai Input-Output
Table
(NESDB)

Every six years - Based on the TSIC (*).
- Only the gross production value

and the value-added.
- Five-year-lag.

* Thai Standard of Industrial Classification.

2) 指数化対象業種に関する基準額の抽出

工業生産指数の対象として選定された業種に関する基準額を、データソースから抽

出する。
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3) 基準額の調整

膨らましウェイト方式に基づいて、指数化の対象とならなかった業種の基準額額を、

対象となった業種に按分する。（膨らましウェイト方式については、次の b）で説明

する。）

b) 品目別ウェイト算定基準額の用意

次に、「品目」別のウェイト算定基準額が、以下の手順に沿って用意されなければな

らない。

1) 指数化対象品目に関する基準額の算定

工業生産指数の対象として選定された品目の基準額は、次の算式に基づいて計算さ

れる。（生産、出荷、在庫それぞれの指数アイテムは別々のウェイトを必要とするこ

とから、下記の計算は生産、出荷、在庫それぞれについて行う必要がある。）

ウェイト算定基準額＝数量×単価  ---[3]

単価は基準時点のものであり、IIC が生産動態統計調査から得た出荷数量と出荷金額

から、次の算式で求めることができる。

単価＝出荷金額／出荷数量

2) 同一業種に属する品目の基準額の足し上げ

品目別ウェイト算定基準額を算式[3]に基づいて計算したら、同一の業種（＝ISIC 4

桁）に分類される品目の基準額を足し上げる。

3) 膨らましウェイト方式に基づく基準額の調整

上記 2)で指数化対象品目の基準額の足し上げによって得られた業種別の基準額は、

通常は上記 a)の 2)で抽出した実際の業種別ウェイト算定基準額よりも小さいはずであ

る。なぜなら、当該業種におけるすべての品目が、工業生産指数の対象となっている

わけではないからである。

そのため、上記 2)で得られた合計金額を、a)の 2)で得られた実績金額と一致するよ

うに膨らますことにより、指数化対象業種間の現実の相対的大小関係が失われないよ

うにすることが必要となる。
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こうした調整は、図 2.6.2 で説明されている通り、指数化対象業種の合計金額に一定

の「膨らまし率」を乗じることによってなされる。こうして、指数化対象とならなか

った品目の金額が、対象となった品目に比例的に按分されることになる。

もしこの膨らましが実行されなければ、より多くの指数化対象品目を有する業種の

合計ウェイトが、そうでない他業種よりも過大評価されることとなり、業種間の現実

の相対的大小関係に基づく統計的整合性が崩れることとなる。

図 2.6.2  ある指数化対象業種における品目別ウェイト算定基準額の膨らまし

c) ウェイトの算定

全指数化対象品目のウェイト算定基準額が揃ったら、あとは基準額の総額に対する各

品目別のシェア（パーセンテージ）を計算することにより、ウェイトを簡単に求めるこ

とができる。

シェアを算定する際には、基準額の総額を 10,000 とする。
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2.7 工業生産指数の公表

(1) 速報値、確報値及び年間補正

a) 速報値と確報値

2.2.3 の図 2.2.4 に示しているように、工業生産指数は、月次作業サイクルに沿って、

毎月末に公表される予定であるが、工業生産指数には、「速報値」と「確報値」の 2 種

類がある。

ある調査月に関する速報値は、その調査月の翌月の 15 日までに入手された実数値に基

づいて算定される。その後、その速報値はさらにその翌月に確報値として再計算される。

速報値は調査票回収期限までに得られなかった実数値を補うための推計値をその計算

に含んでいることから、通常は速報値と確報値の間には差異がある。

b) 年間補正

ある年の 12 ヶ月分の工業生産指数が揃ったら、年間補正が実施される。まず、12 ヶ

月分の実数値が再検証され、必要に応じて修正される。その後、12 ヶ月分の指数が修正

実数値に基づいて再計算される。こうして得られた結果は、工業生産指数の最終的な確

定数値（確々報）である。

（IIC が季節調整指数を提供する場合には、年間補正の際に、過去の季節調整済み指数

を改訂するために、最終確定された実数値に基づいて季節指数（＝季節要因）も併せて

再計算する必要がある。）

日本では、毎年 3 月分の指数の算定時に年間補正が実施される。タイにおいても、同

様のタイミングで実施することを推奨する。

(2) 公表のための手続き

工業生産指数の公表をいったん開始したら、毎月の公表の前に、図 2.7.1 に示されている

手続きが定期的に実行されなければならない。
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図 2.7.1  公表のための手続き

Ｍｏｎｔｈｌｙ ｗｏｒｋｉｎｇ ｃｙｃｌｅ ｔｏ ｃｏｍｐｉｌｅ
ｔｈｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｉｎｄｉｃｅｓ

（ｔｈｅ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｓｕｒｖｅｙ ｏｆ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ）

Ｉｎｔｅｒｎａｌ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ ｆｏｒ ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ

  １） Ｒｅｇｕｌａｒ ｍｅｅｔｉｎｇ ｆｏｒ
       ｉｎｓｐｅｃｔｉｎｇ ｔｈｅ ｉｎｄｉｃｅｓ

  ３） Ｒｅｇｕｌａｒ ｍｅｅｔｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ
       Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ

  ５） Ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｆ the
       Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｉｎｄｉｃｅｓ

  ２） Ａｐｐｒｏｖａｌ ｂｙ ｔｈｅ
       Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ｏｆ ＩＩＣ

 ４） Ｒｅｐｏｒｔ ｔｏ ｔｈｅ
      Ｄｉｒｅｃｔｏｒ-Ｇｅｎｅｒａｌ
      ｏｆ ＯＩＥ

Ｍｏｎｔｈｌｙ ｒｅｐｏｒｔ
（Ｃｏｍｐｌｅｔｅ ｒｅｐｏｒｔ

／Ｌｅａｆｌｅｔ）

Ａｎｎｕａｌ
ｒｅｐｏｒｔ

Ｗｅｂ ｓｉｔｅ of
ＯＩＥ／ＭＯＩ

Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ ｕｓｅｒｓ／

Ｒｅｌｅｖａｎｔ ｇｏｖｅｒｎｍｅｔｎｔａｌ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ

Ｃａｂｉｎｅｔ ｃｏｕｎｃｉｌ
ｅｔｃ．

Ｓｕｍｍａｒｙ ｏｆ ｔｈｅ
Ｍｏｎｔｈｌｙ ｒｅｐｏｒｔ

 Ｍｅｄｉａ ｆｏｒ ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ



2 - 48

a) IIC/OIE 内部での手続き

図 2.7.2 を参照。

図 2.7.2  IIC/OIE 内部での公表手続き

1) 指数検証のための定例会議

公表の 4 日前までに、

- 各調査対象業種・品目の担当責任者である IIC スタッフが、調査月の動向に

関する報告を行うとともに、統計数値（実数値及び指数）の変化の主たる要

因と思われる点についても報告する。

- IIC 課長を含む出席者は、スタッフからの報告内容について検証、協議する。

- 検証後、統計数値に何らかの誤りがあると認められる場合には修正を加える。

1) Regular meeting for inspecting the indices

 -  Attendants: the IIC staff including the director.

 -  By four days before dissemination date.

3) Regular meeting of the Working Group

 -  Attendants: relevant governmental
   organizations.
 -  By two days before dissemination
   date.

5) Dissemination of the Industrial Indices

 -  Through variety of media for dissemination.

 -  On the pre-announced date.

2) Approval by the Director of IIC

4) Report to the Director-General of OIE

 -  Attendants: Director and section
   leaders of the IIC.
 -  Before dissemination day.
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2) IIC 課長による指数値の承認

IIC 課長は、月次定例ワーキンググループまでに、指数を最終チェックした上で、公

表を了承する。

3) ワーキンググループ（WG）の定例会合

公表の 2 日前までに、WG で次の事項について協議するとともに（2.3.4 における表

2.3.3 を参照）、Annex 1 にあるような形で、IIC の工業生産指数と BOT の製造業生産

指数（MPI）を比較検討する。

- タイの製造業の全体動向

- 産業別の寄与率

- 業種別の生産、出荷、在庫の動向

4) OIE 局長への報告

公表当日までに、公表指数値及びそこから読み取れるタイ製造業の概況について、

IIC 課長、セクションリーダーが OIE 局長に対して報告を行う。

5) 工業生産指数の公表

公表用指数は、IIC 課長の承認後、所定の期日に、一般統計利用者及び関連政府統計

機関（主に WG メンバー）に対して、複数のメディアを通じて公表される（公表用メ

ディアについては、(3)で説明する）。

b) 指数概要の閣議等への報告

公表指数とその概要は、OIE 局長への報告の後、工業省からの重要産業情報として、

閣議をはじめとする政府の重要協議に提出される。

(3) 公表のメディアと内容

a) 公表用メディア

1) レポート

- 月次レポート（本編、リーフレット）

- 年次報告（年間補正済み指数の報告用）
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2) OIE/MOI のウェッブサイト

これは月次レポートの発行に合わせて毎月更新される。

b) 公表の内容

1) 工業生産指数に関する注釈

問い合わせ先等の関連情報を含む、工業生産指数に関する説明書き。

2) 工業生産指数の概要

下記の項目を含む詳細な解説。

1. 基準時点

2. 産業分類

3. 指数化対象業種

4. 指数化対象品目

5. 調査対象事業所と指数算定ベース

6. 指数算定式

7. 製造業指数」（総合的指数）

8. BOT の MPI（製造業生産指数）との比較に際しての注意点

3) タイにおける工業生産の概況

製造業指数に基づく、タイの製造業の全体動向に関するコメント。

4) 製造業指数に対する業種別寄与率

顕著に伸びた／落ち込んだ業種を明らかにするために、製造業指数に対する寄与度

が大きな順に指数化対象業種をランキングする。

5) 指数化対象業種における生産、出荷、在庫の動向

各指数化対象業種に関するグラフとコメント。グラフは基礎的指数を含むすべての

指数アイテムの推移を示す。

6) その他（指数の詳細に関する表）

1. 業種別・品目別指数

2. 製造業指数
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これらの内容に関するサンプルについては、Annex 2 を参照のこと。

公表のメディアと内容の対応関係は、表 2.7.1 に示す通りである。

表 2.7.1  メディア別の公表内容

Monthly report Annual Home

Complete Leaflet report page

1) Remarks ● ● ● ●

2) Summary ● ●

3) General condition ● ● ●

4) Contribution ratios ● ●

5) Trends in industries ● ● ● ●

6) Others ● ● ●

(4) 月次レポートの送付先組織

a) 工業省

1) 事務次官室

- Office of Cane and Sugar Board

- Foreign Relations Division

- Office of Planning and Cooperation

2) 資源局

- Mineral Fuels Division

- Technical and Planning Division

- Petroleum Industry Division

3) 工場登録局

- Policy and Planning Group

- One-stop Service Center

4) 工業振興局

- Bureau of Industrial Promotion Policy and Planning

- Bureau of Industrial Promotion Administrator
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5) Thai Industrial Standard Institute

- International Relations Division

- Promotion and Training Division

b) 関連政府機関

1) 国家経済社会開発庁

- National Accounts Division

- Economic Analysis and Project Division

2) タイ中央銀行

- Economic Research Department

3) 商務省

- Bureau of Trade and Economic Indices

4) 国家統計局

- Economic Statistics Division

c) 協力的事業所
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2.8 季節調整

(1) 時系列データの変動要因

一般に、工業生産指数を含む経済時系列データの変動には、以下の 4 つの要因が含まれ

ている（図 2.8.1）。

1. 趨勢要因

2. 周期要因

3. 季節要因

4. 不規則要因

「趨勢要因」は、原系列に対する継続的な上方あるいは下方への変動要因を指す。

「周期要因」は、5～10 年ごとに繰り返される波動であり、景気変動に対応している。

「季節要因」は、毎年繰り返される定期定期変動である。

そして「不規則要因」は、短期に生じる予期せぬ変動であり、上記の 3 要因を原系列の

変動から除去した残りの部分と考えることができる。

経済時系列データに関する分析を行うに際しては、これら 4 要因を原系列から抽出ない

しは除去するのが非常に一般的であり、これを「時系列データの要因分解」という。
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(2) 季節調整の重要性

工業生産指数は、経済分析の主要な手段の 1 つとして、さまざまな活用のされ方をして

いるが、とりわけ月次あるいは四半期ベースでの短期的な経済動向の把握に用いられるこ

とが多い。

季節的な変動要因（これは 1 年周期で繰り返される）を原系列から取り除くことは、短

期の経済動向をみる上で非常に便利である。言い換えれば、短期の経済状況を評価する際

には、各調査時点に特有の変動要因に焦点を当てることができるよう、明らかに予期し得

る変動要因を事前に調整しておくべきである。

例えば、タイでは 4 月に休日が多いことから、この月に生産が落ち込むことは当たり前

のことである。この場合に問題となるのは、4 月の生産が、他の年の 4 月に比べてどの程

度減少するかということである。

(3) 季節調整の方法

a) 主要な方法

種々の季節調整手法の中で、主なものは次の通りである。

1) 前年同月との比較

季節要因を含む時系列データに関する分析を行う上で最も簡便かつ頻繁に用いられ

る方法は、前年同月のデータと比較することである。

IIC が正式な季節調整手法を導入する前の段階では、この方法が分析業務に適用され

るべきである。

2) ダミー変数

四半期あるいは月次のデータによる回帰分析を行う際には、ダミー変数が季節要因

の除去に用いられることが多い。

例えば、「可処分所得」で「消費支出」を回帰するとき、これら 2 つの変数の間に

は異なる季節要因が存在すると推測される。この場合、回帰式にダミーを内生変数

（独立変数）として加えることにより、消費支出と可処分所得双方の季節要因がダミ

ー変数に吸収され、両者の正確な関係を把握することが可能となる。
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3) 移動平均

移動平均を適用する際の考え方は極めて単純である。すなわち、「季節要因は 1 年

分（4 四半期あるいは 12 ヶ月）のデータを平均する（均す）ことによって除去され

る」というものである。

この方法は、原系列から、中長期のトレンドを抽出しようというものである。

移動平均自体は非常に簡単なものであるが、これは季節調整の国際標準である「X-

12-ARIMA」の重要な骨格を成すものである。（X-12-ARIMA については事項で説明す

る。）

b) X-12-ARIMA

X-12-ARIMA は、米国センサス局が 1990 年代半ばに開発し、その後継続的に改善が加

えられてきている。これは、先に開発された「X-11」という季節調整手法をベースにす

るものである。X-11 は 1960 年代に普及し、依然として世界的に活用されている季節調

整アプリケーションである。

X-11 の主要な特徴は、1)季節調整の目的に応じた計算の順序選択に多様なオプション

があること、2)当該手法に組み込まれている統計的基準に基づいて、計算順序を自動的

に選定してくれること、である。

X-11 は、図 2.8.2 に示しているように、X-12-ARIMA の基礎的な部分をなしており、

主として移動平均を実行している。X-11 と X-12-ARIMA の違いは、X-12-ARIMA が X-

11 に加えて「事前調整」及び「事後審査」という機能を有している点にある。

つまり、X-12-ARIMA のプログラムの中で、X-11 だけを実行することは、原系列に対

して、事前調整と事後審査を行うことなく、移動平均に基づく季節調整が適用されると

いうことである。
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